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議案第４８号 

 

令和６年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,１００,８７５千円を追

加し、歳入歳出それぞれ１０４,９９３,６２５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条 地方債の変更及び追加は、「第３表 地方債補正」による。  

 

令和６年６月１４日提出  

釧路市長 蝦 名 大 也 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

14 使用料及び手数料 2,490,643 44,004 2,534,647

1 使 用 料 1,891,780 44,004 1,935,784

15 国 庫 支 出 金 22,929,117 7,622 22,936,739

2 国 庫 補 助 金 5,144,772 7,622 5,152,394

16 道 支 出 金 6,158,590 45,281 6,203,871

1 道 負 担 金 4,875,190 44,462 4,919,652

2 道 補 助 金 1,003,092 819 1,003,911

18 寄 附 金 2,701,001 105,865 2,806,866

1 寄 附 金 2,701,001 105,865 2,806,866

19 繰 入 金 3,805,147 290,134 4,095,281

2 基 金 繰 入 金 3,786,563 290,134 4,076,697

21 諸 収 入 3,389,526 262,369 3,651,895

5 雑 入 752,533 262,369 1,014,902

22 市 債 9,251,235 345,600 9,596,835

1 市 債 9,251,235 345,600 9,596,835

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 103,892,750 1,100,875 104,993,625
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 9,298,159 44,589 9,342,748

1 総 務 管 理 費 9,112,307 44,589 9,156,896

3 民 生 費 34,055,455 32,764 34,088,219

1 社 会 福 祉 費 7,943,326 180 7,943,506

2 老 人 福 祉 費 622,258 9,489 631,747

3 児 童 福 祉 費 10,255,470 2,000 10,257,470

5 医 療 助 成 費 3,229,674 21,095 3,250,769

4 衛 生 費 3,642,103 502,062 4,144,165

1 保 健 衛 生 費 1,206,612 502,062 1,708,674

5 労 働 費 162,356 15,000 177,356

1 労 働 費 162,356 15,000 177,356

6 農 林 水 産 業 費 1,293,572 1,039 1,294,611

3 水 産 業 費 120,184 1,039 121,223

7 商 工 費 3,419,344 5,712 3,425,056

1 商 工 費 3,419,344 5,712 3,425,056

11 教 育 費 9,051,727 97,169 9,148,896

1 総 務 費 5,490,050 94,070 5,584,120

6 社 会 教 育 費 1,341,646 2,854 1,344,500

7 保 健 体 育 費 695,274 245 695,519

14 諸 支 出 金 10,828,828 402,540 11,231,368

1 特 別 会 計 繰 出 金 10,828,828 402,540 11,231,368

款 項

歳 出 合 計 103,892,750 1,100,875 104,993,625
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補 正 後
千円 千円 千円

9,596,835

追　　　加

休 日 夜 間 急 病 セ ン タ ー 運 営 費 0 9,700

計 9,251,235 345,600

追　　　加 9,700

変　　　更

新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費 2,957,600 43,300 3,000,900

水 道 事 業 会 計 出 資 金 1,016,200 292,600 1,308,800

第３表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

農 業 用 水 道 管 理 費 令和７年度 36,289

第２表　　債　務　負　担　行　為　補　正

区 分 事 項 期 間 限　　度　　額
千円

- 9 -



1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

14

15

16

18

19

21

22

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 9,298,159 44,589 9,342,748 0 0 0 44,589

3 民 生 費 34,055,455 32,764 34,088,219 0 0 2,100 30,664

4 衛 生 費 3,642,103 502,062 4,144,165 52,084 9,700 299,013 141,265

5 労 働 費 162,356 15,000 177,356 0 0 0 15,000

6 農林水産業費 1,293,572 1,039 1,294,611 0 0 0 1,039

7 商 工 費 3,419,344 5,712 3,425,056 0 0 2,500 3,212

11 教 育 費 9,051,727 97,169 9,148,896 819 43,300 50 53,000

14 諸 支 出 金 10,828,828 402,540 11,231,368 0 292,600 107,360 2,580

一 般 財 源

歳 出 合 計 103,892,750 1,100,875 104,993,625 52,903 345,600 411,023 291,349

歳 入 合 計 103,892,750 1,100,875 104,993,625

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

諸 収 入 3,389,526 262,369 3,651,895

市 債 9,251,235 345,600 9,596,835

繰 入 金 3,805,147 290,134 4,095,281

寄 附 金 2,701,001 105,865 2,806,866

国 庫 支 出 金 22,929,117 7,622 22,936,739

道 支 出 金 6,158,590 45,281 6,203,871

使 用 料 及 び 手 数 料 2,490,643 44,004 2,534,647

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
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業
会

計
繰

出
金

1
0
0
,
0
0
0

金
寄

附
金

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
9
繰

入
金

3
,
8
0
5
,
1
4
7

2
9
0
,
1
3
4

4
,
0
9
5
,
2
8
1

 
2
基

金
繰

入
金

3
,
7
8
6
,
5
6
3

2
9
0
,
1
3
4

4
,
0
7
6
,
6
9
7

 
1
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

2
,
8
0
0
,
0
0
0

2
9
0
,
1
3
4

3
,
0
9
0
,
1
3
4

 
2
財

政
調

整
基

金
2
9
0
,
1
3
4
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

2
9
0
,
1
3
4

繰
入

金

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

- 15 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

2
1
諸

収
入

3
,
3
8
9
,
5
2
6

2
6
2
,
3
6
9

3
,
6
5
1
,
8
9
5

 
5
雑

入
7
5
2
,
5
3
3

2
6
2
,
3
6
9

1
,
0
1
4
,
9
0
2

 
6
雑

入
6
3
7
,
3
2
7

2
6
2
,
3
6
9

8
9
9
,
6
9
6

 
2
雑

入
2
6
2
,
3
6
9
新

型
コ

ロ
ナ

定
期

接
種

ワ
ク

チ
ン

確
保

事
業

助
成

金

2
5
5
,
0
0
9

水
道

出
資

金
負

担
金

収
入

7
,
3
6
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

2
2
市

債
9
,
2
5
1
,
2
3
5

3
4
5
,
6
0
0

9
,
5
9
6
,
8
3
5

 
1
市

債
9
,
2
5
1
,
2
3
5

3
4
5
,
6
0
0

9
,
5
9
6
,
8
3
5

 
3
衛

生
債

1
1
4
,
1
0
0

9
,
7
0
0

1
2
3
,
8
0
0

 
1
保

健
衛

生
債

9
,
7
0
0
休

日
夜

間
急

病
セ

ン
タ

ー
運

営
費

9
,
7
0
0

 
9
教

育
債

3
,
2
6
9
,
3
0
0

4
3
,
3
0
0

3
,
3
1
2
,
6
0
0

 
1
総

務
債

4
3
,
3
0
0
新

給
食

セ
ン

タ
ー

整
備

事
業

費
4
3
,
3
0
0

1
0
特

別
会

計
出

資
債

1
,
0
1
6
,
2
0
0

2
9
2
,
6
0
0

1
,
3
0
8
,
8
0
0

 
1
特

別
会

計
出

資
2
9
2
,
6
0
0
水

道
事

業
会

計
出

資
金

2
9
2
,
6
0
0

債

1
0
3
,
8
9
2
,
7
5
0

1
,
1
0
0
,
8
7
5

1
0
4
,
9
9
3
,
6
2
5

説
明

歳
入

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額
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３
．

歳
出

（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
2
総

務
費

9
,
2
9
8
,
1
5
9

4
4
,
5
8
9

9
,
3
4
2
,
7
4
8
一

般
財

源
4
4
,
5
8
9

 
1
総

務
管

理
費

9
,
1
1
2
,
3
0
7

4
4
,
5
8
9

9
,
1
5
6
,
8
9
6
一

般
財

源
4
4
,
5
8
9

 
1
一

般
管

理
費

2
,
4
6
7
,
9
9
9

2
1
,
8
6
6

2
,
4
8
9
,
8
6
5
一

般
財

源
2
1
,
8
6
6
1
1
役

務
費

2
4
5
庁

用
車

両
関

係
費

2
1
,
8
6
6

1
4
工

事
請

負
費

1
1
,
0
7
7

共
用

車
購

入
費

2
1
,
8
6
6
 
 
 
 

1
7
備

品
購

入
費

1
0
,
5
4
4

 
5
企

画
振

興
費

3
,
6
8
0
,
5
0
8

2
1
,
5
0
8

3
,
7
0
2
,
0
1
6
一

般
財

源
2
1
,
5
0
8
 
8
旅

費
1
4
2
企

画
関

係
業

務
費

9
,
5
0
8

1
0
需

用
費

5
0
地

域
振

興
基

金
積

立
金

1
2
,
0
0
0

1
1
役

務
費

4
5
0

1
8
負

担
金

補
助

8
,
8
6
6

及
び

交
付

金

2
4
積

立
金

1
2
,
0
0
0

 
9
諸

費
8
8
,
2
0
4

1
,
2
1
5

8
9
,
4
1
9
一

般
財

源
1
,
2
1
5
1
1
役

務
費

2
0
令

和
６

年
台

湾
東

部
沖

地
震

災
害

義
援

1
,
2
1
5

1
2
委

託
料

2
0
2
金

2
5
寄

附
金

9
9
3

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
3
民

生
費

3
4
,
0
5
5
,
4
5
5

3
2
,
7
6
4

3
4
,
0
8
8
,
2
1
9
特

定
財

源
2
,
1
0
0

一
般

財
源

3
0
,
6
6
4

 
1
社

会
福

祉
費

7
,
9
4
3
,
3
2
6

1
8
0

7
,
9
4
3
,
5
0
6
特

定
財

源
1
0
0

一
般

財
源

8
0

 
1
総

務
費

4
0
2
,
1
9
9

1
8
0

4
0
2
,
3
7
9
特

定
財

源
1
0
0
2
4
積

立
金

1
8
0
福

祉
基

金
積

立
金

1
8
0

[
内

訳
]

寄
附

金

1
0
0

一
般

財
源

8
0

 
2
老

人
福

祉
費

6
2
2
,
2
5
8

9
,
4
8
9

6
3
1
,
7
4
7
一

般
財

源
9
,
4
8
9

 
1
総

務
費

5
3
3
,
5
1
4

6
,
1
2
3

5
3
9
,
6
3
7
一

般
財

源
6
,
1
2
3
1
8
負

担
金

補
助

2
,
7
3
4
老

人
入

所
措

置
費

3
,
3
8
9

及
び

交
付

金
介

護
予

防
支

援
等

事
業

費
2
,
7
3
4

1
9
扶

助
費

3
,
3
8
9

 
2
施

設
費

8
8
,
7
4
4

3
,
3
6
6

9
2
,
1
1
0
一

般
財

源
3
,
3
6
6
1
4
工

事
請

負
費

3
,
3
6
6
阿

寒
町

保
健

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
複

合
施

3
,
3
6
6

設
整

備
費

 
3
児

童
福

祉
費

1
0
,
2
5
5
,
4
7
0

2
,
0
0
0

1
0
,
2
5
7
,
4
7
0
特

定
財

源
2
,
0
0
0

 
1
総

務
費

5
,
8
0
3
,
6
8
8

2
,
0
0
0

5
,
8
0
5
,
6
8
8
特

定
財

源
2
,
0
0
0
1
8
負

担
金

補
助

2
,
0
0
0
子

ど
も

デ
ジ

タ
ル

人
材

育
成

等
支

援
事

2
,
0
0
0

及
び

交
付

金
業

費

[
内

訳
]

寄
附

金

2
,
0
0
0

 
5
医

療
助

成
費

3
,
2
2
9
,
6
7
4

2
1
,
0
9
5

3
,
2
5
0
,
7
6
9
一

般
財

源
2
1
,
0
9
5

 
1
医

療
助

成
費

3
,
2
2
9
,
6
7
4

2
1
,
0
9
5

3
,
2
5
0
,
7
6
9
一

般
財

源
2
1
,
0
9
5
 
3
職

員
手

当
等

3
2
5
重

度
心

身
障

が
い

者
医

療
費

1
4
9

1
0
需

用
費

2
7
8
ひ

と
り

親
家

庭
等

医
療

費
5
5
1

1
1
役

務
費

1
,
0
3
2
子

ど
も

医
療

費
2
0
,
3
9
5

1
2
委

託
料

6
,
1
3
4

1
9
扶

助
費

1
3
,
3
2
6

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
4
衛

生
費

3
,
6
4
2
,
1
0
3

5
0
2
,
0
6
2

4
,
1
4
4
,
1
6
5
特

定
財

源
3
6
0
,
7
9
7

一
般

財
源

1
4
1
,
2
6
5

 
1
保

健
衛

生
費

1
,
2
0
6
,
6
1
2

5
0
2
,
0
6
2

1
,
7
0
8
,
6
7
4
特

定
財

源
3
6
0
,
7
9
7

一
般

財
源

1
4
1
,
2
6
5

 
1
総

務
費

6
5
1
,
8
4
5

7
0
,
6
7
1

7
2
2
,
5
1
6
特

定
財

源
5
3
,
7
0
4
1
0
需

用
費

1
,
5
4
1
地

域
医

療
対

策
費

7
0
,
6
7
1

1
2
委

託
料

6
1
,
4
0
6

休
日

夜
間

急
病

セ
ン

タ
ー

運
営

費
7
0
,
6
7
1
 
 
 
 

[
内

訳
]

1
3
使

用
料

及
び

3
6

使
用

料
及

び
賃

借
料

手
数

料
1
4
工

事
請

負
費

1
,
2
2
5

4
4
,
0
0
4
1
7
備

品
購

入
費

6
,
4
6
3

市
債

9
,
7
0
0

一
般

財
源

1
6
,
9
6
7

 
2
予

防
費

3
3
4
,
2
9
4

4
2
1
,
0
1
7

7
5
5
,
3
1
1
特

定
財

源
2
9
9
,
4
7
1
 
3
職

員
手

当
等

1
2
2
予

防
接

種
費

4
2
1
,
0
1
7

1
0
需

用
費

3
3
0

[
内

訳
]

1
1
役

務
費

1

道
支

出
金

1
2
委

託
料

3
7
5
,
9
3
3

4
4
,
4
6
2
1
8
負

担
金

補
助

4
4
,
6
3
1

諸
収

入
及

び
交

付
金

2
5
5
,
0
0
9

一
般

財
源

1
2
1
,
5
4
6

 
3
環

境
保

全
費

4
7
,
5
4
6

1
0
,
3
7
4

5
7
,
9
2
0
特

定
財

源
7
,
6
2
2
 
7
報

償
費

7
5
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

導
入

推
進

費
1
0
,
3
7
4

 
8
旅

費
2
8
8

[
内

訳
]

1
2
委

託
料

9
,
9
9
9

国
庫

支
出

金
1
3
使

用
料

及
び

1
2

7
,
6
2
2

賃
借
料

一
般

財
源

2
,
7
5
2

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
補

正
前

の
額

補
正

額
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
5
労

働
費

1
6
2
,
3
5
6

1
5
,
0
0
0

1
7
7
,
3
5
6
一

般
財

源
1
5
,
0
0
0

 
1
労

働
費

1
6
2
,
3
5
6

1
5
,
0
0
0

1
7
7
,
3
5
6
一

般
財

源
1
5
,
0
0
0

 
1
労

働
諸

費
1
6
2
,
3
5
6

1
5
,
0
0
0

1
7
7
,
3
5
6
一

般
財

源
1
5
,
0
0
0
1
8
負

担
金

補
助

1
5
,
0
0
0
人

材
確

保
等

推
進

事
業

費
1
5
,
0
0
0

及
び

交
付

金
人

材
確

保
等

優
良

事
業

促
進

費
1
5
,
0
0
0
 
 
 
 

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
6
農

林
水

産
業

費
1
,
2
9
3
,
5
7
2

1
,
0
3
9

1
,
2
9
4
,
6
1
1
一

般
財

源
1
,
0
3
9

 
3
水

産
業

費
1
2
0
,
1
8
4

1
,
0
3
9

1
2
1
,
2
2
3
一

般
財

源
1
,
0
3
9

 
2
振

興
費

9
3
,
1
3
3

1
,
0
3
9

9
4
,
1
7
2
一

般
財

源
1
,
0
3
9
1
8
負

担
金

補
助

1
,
0
3
9
赤

潮
対

策
支

援
事

業
費

1
,
0
3
9

及
び

交
付

金

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
7
商

工
費

3
,
4
1
9
,
3
4
4

5
,
7
1
2

3
,
4
2
5
,
0
5
6
特

定
財

源
2
,
5
0
0

一
般

財
源

3
,
2
1
2

 
1
商

工
費

3
,
4
1
9
,
3
4
4

5
,
7
1
2

3
,
4
2
5
,
0
5
6
特

定
財

源
2
,
5
0
0

一
般

財
源

3
,
2
1
2

 
1
商

業
振

興
費

2
,
4
8
5
,
7
8
6

2
,
5
3
4

2
,
4
8
8
,
3
2
0
一

般
財

源
2
,
5
3
4
1
8
負

担
金

補
助

2
,
5
3
4
大

型
空

き
店

舗
等

活
用

支
援

事
業

費
2
,
5
3
4

及
び

交
付

金

 
3
観

光
費

7
0
3
,
0
0
1

3
,
1
7
8

7
0
6
,
1
7
9
特

定
財

源
2
,
5
0
0
1
2
委

託
料

6
7
8
観

光
振

興
イ

ベ
ン

ト
推

進
費

2
,
5
0
0

1
8
負

担
金

補
助

2
,
5
0
0
観

光
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

・
プ

ロ
モ

ー
シ

6
7
8

[
内

訳
]

及
び

交
付

金
ョ

ン
強

化
事

業
費

寄
附

金
観

光
情

報
発

信
提

供
事

業
費

6
7
8
 
 
 
 

2
,
5
0
0

一
般

財
源

6
7
8

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明
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（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

1
1
教

育
費

9
,
0
5
1
,
7
2
7

9
7
,
1
6
9

9
,
1
4
8
,
8
9
6
特

定
財

源
4
4
,
1
6
9

一
般

財
源

5
3
,
0
0
0

 
1
総

務
費

5
,
4
9
0
,
0
5
0

9
4
,
0
7
0

5
,
5
8
4
,
1
2
0
特

定
財

源
4
4
,
1
1
9

一
般

財
源

4
9
,
9
5
1

 
2
事

務
局

費
1
,
1
1
5
,
5
6
7

1
,
2
2
9

1
,
1
1
6
,
7
9
6
特

定
財

源
8
1
9
 
1
報

酬
1
,
2
2
9
事

務
局

運
営

費
1
,
2
2
9
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議案第４９号 

 

令和６年度釧路市介護保険特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の介護保険特別会計補正予算は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 介護サービス事業勘定歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,

５０８千円を追加し、歳入歳出それぞれ１０９,８３７千円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後  

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和６年６月１４日提出  

釧路市長 蝦 名 大 也 

- 29 -



- 30 -



（介護サービス事業勘定）

　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 介 護 サ ー ビ ス 107,329 2,508 109,837

事 業 収 入 2 繰 入 金 47,487 2,508 49,995

107,329 2,508 109,837

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 介 護 サ ー ビ ス 107,329 2,508 109,837

事 業 費 1 総 務 費 18,701 2,508 21,209

107,329 2,508 109,837歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計

款 項
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（介護サービス事業勘定）

1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

2

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 総 務 費 18,701 2,508 21,209 0 0 0 2,508

107,329 2,508 109,837 0 0 0 2,508

補 正 額

歳 出 合 計

107,329歳 入 合 計

項 補正前の額

109,837

49,995

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

補 正 額 の 財 源 内 訳

2,508

国道支出金 市 債 そ の 他 一 般 財 源
計

繰 入 金 47,487 2,508
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議案第５０号 

 

令和６年度釧路市魚揚場事業特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の魚揚場事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４,３３２千円を追加し、

歳入歳出それぞれ１,２７９,１９４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正）  

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。  

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 魚 揚 場 事 業 収 入 1,254,862 24,332 1,279,194

3 国 庫 支 出 金 730,100 16,200 746,300

5 繰 入 金 54,384 32 54,416

7 市 債 394,400 8,100 402,500

1,254,862 24,332 1,279,194

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 魚 揚 場 事 業 費 1,254,862 24,332 1,279,194

1 事 業 費 1,238,241 24,332 1,262,573

1,254,862 24,332 1,279,194

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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補 正 後
千円 千円 千円

402,500

第２表　　地　方　債　補　正

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

変　　　更 第 ８ 魚 揚 場 施 設 整 備 費 386,800 8,100 394,900

計 394,400 8,100
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

3

5

7

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 1,238,241 24,332 1,262,573 16,200 8,100 0 32

1,254,862 24,332 1,279,194 16,200 8,100 0 32歳 出 合 計

1,254,862歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
市 債

54,416

16,200

一 般 財 源

1,279,194

国道支出金

730,100

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

746,300国 庫 支 出 金

そ の 他

54,384

補 正 額 の 財 源 内 訳

24,332

402,500市 債 394,400 8,100

32繰 入 金
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議案第５１号 

 

令和６年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和６年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７７０千円を追加し、歳入

歳出それぞれ６２６,６９１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 収 入 625,921 770 626,691

4 寄 附 金 1 110 111

6 繰 越 金 1 660 661

625,921 770 626,691

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 625,921 770 626,691

1 事 業 費 607,110 770 607,880

625,921 770 626,691

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

6

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 607,110 770 607,880 0 0 770 0

625,921 770 626,691 0 0 770 0

661

110

繰 越 金 1

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

770

660

一 般 財 源

626,691

国道支出金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

寄 附 金

市 債

1111

歳 出 合 計

625,921歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
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議案第５２号 

 

令和６年度釧路市病院事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度釧路市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（業務の予定量）  

第２条 令和６年度釧路市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第２

条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。 

（３）主要な建設改良事業 

  イ 医療機械等整備  ８００，０００千円 

（収益的支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

支               出 

第１款 病 院 事 業 費 用 20,181,945千円    △128千円 20,181,817千円 

第２項 医 業 外 費 用   278,396千円   △128千円    278,268千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「２，５３３千円」を「２，６６１千円」

に、「１，１６５，００５千円」を「１，１６４，８７７千円」に改め、

資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  2,217,612千円  100,000千円 2,317,612千円 

第５項 他会計負担金       0千円  100,000千円    100,000千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  3,385,150千円  100,000千円  3,485,150千円 
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第１項 建 設 改 良 費  2,210,210千円 100,000千円  2,310,210千円 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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受
取

配
当

金

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

貯
蔵

品
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

前
払

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

未
払

費
用

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

預
り

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

小
計

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

有
形

固
定

資
産

の
売

却
に

よ
る

収
入

国
庫

補
助

金
等

の
返

還
に

よ
る

支
出

一
般

会
計

又
は

他
の

特
別

会
計

か
ら

の
繰

入
金

に
よ

る
収

入

修
学

資
金

の
貸

付
に

よ
る

支
出

修
学

資
金

の
返

還
に

よ
る

収
入

基
金

の
積

立
に

よ
る

支
出

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

7
,4

1
0

△
 1

0

△
 2

,0
5
6
,8

5
8

1
0
0
,0

0
0

△
 6

3
,7

6
8

1
1

△
 1

0
5
,8

5
8

1
,3

3
6
,2

8
6

△
 2

,1
0
0
,1

9
1 1

△
 3

0
0

1
,4

4
2
,1

3
3

3
6
,8

4
0

△
 9

8
,9

8
4

△
 1

1

1
0
5
,8

5
8

2
9
4
,1

4
0

1
,0

0
0

△
 2

,0
0
0

△
 1

8
1
,8

3
0

1
2
6
,8

6
1

△
 5

,9
4
8

4
,3

6
4

1
,0

4
01

△
 7

4
,4

1
1

令
和

６
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

補
正

(
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
７

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

（
単

位
　

千
円

）

3
2
,7

0
7

1
,1

7
6
,7

0
6

2
5
,8

0
0
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３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

一
時

借
入

れ
に

よ
る

収
入

一
時

借
入

金
の

返
済

に
よ

る
支

出

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

寄
附

金
に

よ
る

収
入

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

４
資

金
増

加
額

５
資

金
期

首
残

高

６
資

金
期

末
残

高

5
,2

4
4
,6

4
1

5
,6

2
3
,4

0
8

2
,2

1
0
,2

0
0

△
 1

,1
1
0
,8

6
2 1

1
,0

9
9
,3

3
9

3
7
8
,7

6
7

2
,0

0
0
,0

0
0

△
 2

,0
0
0
,0

0
0
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

そ
の

他
流

動
資

産
4
4
,0

0
0

1
,2

0
1
,7

7
4

企
業

債
合

計
1
,2

0
1
,7

7
4

引
当

金
合

計
3
,3

9
2
,3

6
9

固
定

負
債

合
計

流
動

資
産

合
計

9
,0

5
8
,1

6
5

流
動

負
債

企
業

債

負
債

資
本

合
計

2
0
,8

5
4
,0

7
9

引
当

金
退

職
給

付
引

当
金

3
,3

9
2
,3

6
9

2
,7

5
4
,9

5
3

企
業

債
合

計
9
,0

5
8
,1

6
5

資
本

合
計

4
,0

4
3
,1

7
2

1
2
,4

5
0
,5

3
4

1
0
9
,5

9
7

固
定

負
債

利
益

剰
余

金

企
業

債

2
,6

4
5
,3

5
6

利
益

剰
余

金
合

計
2
,6

4
5
,3

5
6

剰
余

金
合

計

8
7
,8

1
1

8
9
,4

4
6

他
会

計
負

担
金

1
8
,3

6
8

負
債

の
部

寄
附

金
1
,7

8
3

8
,7

2
9
,6

2
6

資
本

剰
余

金
合

計

資
本

金

資
本

剰
余

金

資
産

合
計

2
0
,8

5
4
,0

7
9

受
贈

財
産

評
価

額
貸

倒
引

当
金

△
 6

,7
0
0

2
,9

7
4
,4

0
7

貯
蔵

品

1
6
,8

1
0
,9

0
7

流
動

資
産

資
本

の
部

長
期

前
払

消
費

税
5
8
9
,7

5
2

剰
余

金
現

金
預

金
5
,6

2
3
,4

0
8

未
収

金
2
,9

8
1
,1

0
7

△
 4

,0
4
5
,6

6
1

8
7
8
,5

1
0

繰
延

収
益

合
計

出
資

金
1
,3

6
5

1
,2

8
8
,2

1
9

9
6
2
,0

5
0

固
定

資
産

合
計

1
2
,1

2
4
,4

5
3

負
債

合
計

5
7
6
,2

3
2

投
資

そ
の

他
の

資
産

流
動

負
債

合
計

4
,4

7
8

引
当

金
合

計

5
,0

0
7
,7

1
1

繰
延

収
益

基
金

2
0
,1

7
2

長
期

前
受

金

有
形

固
定

資
産

合
計

1
1
,2

4
1
,4

6
5

収
益

化
累

計
額

3
,3

9
8
,3

2
3

長
期

貸
付

金
2
6
7
,2

2
1

電
話

加
入

権

4
8
3
,4

9
6

無
形

固
定

資
産

4
,4

7
8

法
定

福
利

費
引

当
金

9
2
,7

3
6

無
形

固
定

資
産

合
計

有
形

固
定

資
産

3
4
,4

8
2
,3

8
4

預
り

金
5
9
,2

5
3

減
価

償
却

累
計

額
△

 2
3
,2

4
0
,9

1
9

引
当

金
賞

与
引

当
金

令
和

６
年

度
釧

路
市

病
院

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
補

正

(
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）

資
産

の
部

未
払

金
1
,5

5
6
,9

5
3

固
定

資
産

未
払

費
用

4
,1

1
1
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
１

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
の

概
要

貯
蔵

品
　

先
入

先
出

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

病
院

事
業

会
計

は
、

市
立

釧
路

総
合

病
院

及
び

高
等

看
護

学
院

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

２
固

定
資

産
の

減
価

償
却

の
方

法
こ

の
２

つ
を

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
と

し
て

い
る

。
(１

)
有

形
固

定
資

産
（
リ
ー

ス
資

産
を

除
く

。
）

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
・

減
価

償
却

の
方

法
定

額
法

に
よ

る
。

病
院

・
主

な
耐

用
年

数
看

護
師

養
成

建
物

1
0
～

4
7
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

器
械

備
品

 4
～

1
0
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
6
年

(２
)

リ
ー

ス
資

産
医

業
収

益
・

所
有

権
移

転
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
医

業
費

用
自

己
所

有
の

固
定

資
産

に
適

用
す

る
減

価
償

却
方

法
と

同
一

の
方

法
を

採
用

し
て

い
る

。
医

業
損

益
・

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ
ー

ス
取

引
に

係
る

リ
ー

ス
資

産
経

常
損

益
リ
ー

ス
期

間
を

耐
用

年
数

と
し

、
残

存
価

額
を

零
と

す
る

定
額

法
に

よ
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
３

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(１

)
貸

倒
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
回

収
不

能
見

込
み

額
他

会
計

繰
入

金
を

計
上

し
て

い
る

。
減

価
償

却
費

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
特

別
利

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
に

特
別

損
失

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

高
等

看
護

学
院

に
つ

い
て

は
、

一
般

会
計

が
そ

の
全

部
を

負
担

す
有

形
固

定
資

産
及

び
る

こ
と

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
計

上
し

て
い

な
い

。
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
(３

)
賞

与
引

当
金

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
６
年

４
月

１
日

　
至

　
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
 高

等
看

護
学

院
に

つ
い

て
は

、
一

般
（
単

位
　

千
円

）
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

(４
)

法
定

福
利

費
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
高

等
看

護
学

院
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
一

般
会

計
が

そ
の

全
部

を
負

担
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
た

め
、

計
上

し
て

い
な

い
。

他
会

計
繰

入
金

４
消

費
税

等
の

会
計

処
理

減
価

償
却

費
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

な
お

、
控

除
対

象
外

消
費

税
特

別
利

益
等

に
つ

い
て

は
、

当
事

業
年

度
の

費
用

と
し

て
処

理
し

て
い

る
。

 た
だ

し
、

固
定

資
産

に
係

る
控

除
対

象
特

別
損

失
外

消
費

税
等

に
つ

い
て

は
、

長
期

前
払

消
費

税
勘

定
に

計
上

し
、

償
却

を
行

っ
て

い
る

。
有

形
固

定
資

産
及

び
無

形
固

定
資

産
の

増
加

額
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

Ⅳ
そ

の
他

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

１
貸

倒
引

当
金

の
取

り
崩

し
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
「
病

院
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
不

納
欠

損
処

分
を

す
る

た
め

貸
倒

引
当

金
8
,7

0
0
千

円
を

取
り

崩
す

。
負

担
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
5
,1

2
9
,9

6
9
千

円
で

あ
る

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

3
3
5
,6

4
4
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
4
8
3
,4

9
6
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

9
2
,7

3
6
千

円
を

取
り

崩
す

。

8
9
7
,6

8
3

0
8
9
7
,6

8
3

1
2
0
,0

0
1

0
1
2
0
,0

0
1

1
7
8
,8

0
1

0
1
7
8
,8

0
1

1
,3

8
0
,0
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議案第５３号 

 

令和６年度釧路市水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度釧路市水道事業会計の補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（収益的収入） 

第２条 令和６年度釧路市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３

条に定めた収益的収入の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 水 道 事 業 収 益 5,493,191千円  47,783千円 5,540,974千円 

第２項 営 業 外 収 益  655,776千円    47,783千円  703,559千円 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中「２，９８６，６３９千円」を「２，９９

０，５５６千円」に、「４４５，５１１千円」を「４９３，２９４千円」

に、「１，９６９，７６２千円」を「１，９６９，６１２千円」に、「３

５１，３６６千円」を「３０７，６５０千円」に改め、資本的収入及び支

出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収                入 

第１款 資 本 的 収 入  5,290,117千円  696,961千円  5,987,078千円 

第１項 企 業 債 3,144,200千円  221,700千円 3,365,900千円 

第２項 出 資 金 1,030,000千円  300,000千円 1,330,000千円 

  第５項 国 庫 補 助 金 1,082,750千円  175,261千円 1,258,011千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出 8,276,756千円  700,878千円 8,977,634千円 
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第１項 建 設 改 良 費 6,682,482千円  700,878千円 7,383,360千円 

（継続費） 

第４条 既定の継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。 

区 分 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

     
千円

平成29

千円

237,600

 

補
正
前 

愛 国 浄 水 場 

浄 水 施 設 

土 木 ・ 建 築 

平成30 1,977,750

   令和元 1,699,898

   
10,945,285

令和２ 950,938

   令和３ 1,420,140

   令和４ 1,103,794

   令和５ 1,797,794

   令和６ 1,757,371

 

補
正
後 

  平成29 237,600

   平成30 1,977,750

変 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

更 

  令和元 1,699,898

１ 

資
本
的
支
出 

１ 

建
設
改
良
費 

11,034,990
令和２ 950,938

令和３ 1,420,140

令和４ 1,103,794

令和５ 1,797,794

 令和６ 1,847,076

補
正
前 

 令和元 0

  

 令和２ 0

    
1,633,500

令和３  93,500

    
令和４ 169,400

    令和５ 425,700

   愛 国 浄 水 場 

設 備 工 事 

令和６ 944,900

 

 

  令和元 0
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補
正
後 

   令和２ 0

    
1,655,687

令和３  93,500

    令和４ 169,400

    令和５ 425,700

     令和６ 967,087

（企業債） 

第５条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 
上 水 道 第 ３ 回 

拡 張 事 業 費 

千円

2,537,900

千円

221,700

千円

2,759,600

計 3,144,200 221,700 3,365,900

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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0
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土
木

・
建

築
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８
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６
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0
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0
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に

よ
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0
,9

4
5
,2

8
5

－
1
0
0
.0

計
1
0
,9

4
5
,2

8
5

5
,7

9
0
,4

0
0

1
,4

0
9
,0

0
0

2
,4

7
7
,1

2
2

1
,2

6
8
,7

6
3
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

％

区
分

款
項

事
業

名

全
体

計
画

前
前

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
(

見
込

)
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額

当
該

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

継
続

費
の

総
額

に
対

す
る

進
捗

率
年

度
年

割
額

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金

平
２

９
2
3
7
,6

0
0

1
7
0
,9

0
0

0
－

2
.1

平
３

０
1
,9

7
7
,7

5
0

1
,1

9
3
,8

0
0

0
4
5
0
,2

0
0

2
3
,9

2
2

4
2
,7

7
8

2
3
7
,6

0
0

2
3
7
,6

0
0

－
2
3
7
,6

0
0

1
7
.9

令
元

1
,6

9
9
,8

9
8

7
6
8
,1

0
0

3
4
3
,0

0
0

3
9
3
,8

0
0

1
9
4
,9

9
8

3
3
3
,7

5
0

1
,9

7
7
,7

5
0

1
,9

7
7
,7

5
0

－
1
,9

7
7
,7

5
0

－

1
,6

9
9
,8

9
8

1
,6

9
9
,8

9
8

－
1
,6

9
9
,8

9
8

－
1
5
.4

9
5
0
,9

3
8

－
8
.6

令
２

9
5
0
,9

3
8

3
2
8
,7

0
0

3
2
4
,0

0
0

2
1
6
,0

0
0

8
2
,2

3
8

令
３

1
,4

2
0
,1

4
0

5
8
4
,9

0
0

3
6
2
,0

0
0

3
2
7
,0

0
0

1
4
6
,2

4
0

9
5
0
,9

3
8

9
5
0
,9

3
8

1
,4

2
0
,1

4
0

－
1
2
.9

1
,0

9
9
,8

1
4

－
1
0
.0

2
5
3
,8

0
0

1
7
0
,0

9
4

令
５

1
,7

9
7
,7

9
4

1
,1

1
2
,1

0
0

1
0
0
,0

0
0

4
0
7
,6

0
0

1
7
8
,0

9
4

－

1
,4

2
0
,1

4
0

1
,4

2
0
,1

4
0

－

1
,0

9
9
,8

1
4

1
,0

9
9
,8

1
4

－

－
1
6
.8

－
1
6
.3

－
1
0
0
.0

1
1
,0

3
4
,9

9
0

5
,7

9
0
,4

0
0

1
,4

7
4
,0

0
0

2
,4

9
9
,5

4
8

1
,2

7
1
,0

4
2

7
,3

8
6
,1

4
0

9
,1

8
3
,2

8
3

1
,8

5
1
,7

0
7

1
1
,0

3
4
,9

9
0

変 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 更

補 　 　 　 正 　 　 　 後

１ 　 　 資 　 　 本 　 　 的 　 　 支 　 　 出

１ 　 　 建 　 　 設 　 　 改 　 　 良 　 　 費

愛
国

浄
水

場
浄

水
施

設
土

木
・

建
築

1
,8

5
1
,7

0
7

1
,8

5
1
,7

0
7

令
６

1
,8

4
7
,0

7
6

9
5
2
,0

0
0

3
4
5
,0

0
0

4
2
7
,2

2
6

1
2
2
,8

5
0

－
－

－
1
,7

9
7
,1

4
3

－
1
,7

9
7
,1

4
3

計令
４

1
,1

0
3
,7

9
4

6
7
9
,9

0
0

0
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

％

区
分

款
項

事
業

名

全
体

計
画

前
前

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
(

見
込

)
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額

当
該

年
度

末
ま

で
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

翌
年

度
以

降
の

支
払

義
務

発
生

予
定

額

継
続

費
の

総
額

に
対

す
る

進
捗

率
年

度
年

割
額

左
の

財
源

内
訳

損
益

勘
定

留
保

資
金

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金

変 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 更

１ 　 　 資 　 　 本 　 　 的 　 　 支 　 　 出

１ 　 　 建 　 　 設 　 　 改 　 　 良 　 　 費

愛
国

浄
水

場
設

備
工

事

1
6
8
,4

0
0

1
5
5
,5

0
0

－
－

9
4
4
,9

0
0

9
4
4
,9

0
0

－
0
.0

令
２

0
0

0
00

0
0

0
－

0

0
.0

0
0

令
元

令
３

9
3
,5

0
0

5
7
,6

0
0

0
2
1
,4

0
0

1
4
,5

0
00

0
0

－
0

－

9
1
,7

5
7

9
1
,7

5
7

－
9
1
,7

5
7

－
5
.6

令
４

1
6
9
,4

0
0

1
0
4
,4

0
0

0
3
8
,8

0
0

2
6
,2

0
0

令
５

4
2
5
,7

0
0

2
6
2
,3

0
0

0
9
7
,7

0
0

6
5
,7

0
0

1
6
9
,0

9
8

1
6
9
,0

9
8

－
1
6
9
,0

9
8

－
1
0
.4

－
4
2
7
,7

4
5

－
4
2
7
,7

4
5

－
2
6
.2

－
5
7
.8

2
6
0
,8

5
5

6
8
8
,6

0
0

9
4
4
,9

0
0

1
,6

3
3
,5

0
0

－
1
0
0
.0

計
1
,6

3
3
,5

0
0

1
,0

4
5
,3

0
0

0
3
2
6
,3

0
0

2
6
1
,9

0
0

補 　 　 　 正 　 　 　 後
令

５
4
2
5
,7

0
0

2
6
2
,3

0
0

0
9
7
,7

0
0

6
5
,7

0
0

補 　 　 　 正 　 　 　 前

令
６

9
4
4
,9

0
0

令
４

1
6
9
,4

0
0

1
0
4
,4

0
0

0
3
8
,8

0
0

2
6
,2

0
0

6
2
1
,0

0
0

0

令
元

0
0

0
－

0
.0

令
２

0
0

0
00

0
0

0
－

0

0
.0

0
0

0
－

0
－

1
6
9
,0

9
8

－
1
0
.2

1
6
9
,0

9
8

1
6
9
,0

9
8

－

令
３

9
3
,5

0
0

5
7
,6

0
0

0
2
1
,4

0
0

1
4
,5

0
0

9
1
,7

5
7

9
1
,7

5
7

－
9
1
,7

5
7

－
5
.6

計
1
,6

5
5
,6

8
7

1
,0

4
5
,3

0
0

1
5
,0

0
0

3
3
1
,8

4
7

2
6
3
,5

4
0

9
6
9
,1

6
5

9
6
9
,1

6
5

－
令

６
9
6
7
,0

8
7

6
2
1
,0

0
0

1
5
,0

0
0

1
7
3
,9

4
7

1
5
7
,1

4
0

－
－

0

2
6
0
,8

5
5

6
8
6
,5

2
2

9
6
9
,1

6
5

1
,6

5
5
,6

8
7

－
1
0
0
.0

5
8
.5

－
4
2
5
,6

6
7

－
4
2
5
,6

6
7

－
2
5
.7
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補 正 後

債
務

負
担

行
為

に
関

す
る

調
書

補
正

区 　 分
事

　
　

　
項

限
度

額
負

担
額

前
年

度
末

ま
で

の
支

払
義

務
発

生
見

込
額

当
該

年
度

支
払

義
務

発
生

予
定

額
左

の
財

源
内

訳
翌

年
度

以
降

の
支

払
義

務
発

生
予

定
額

左
の

財
源

内
訳

給
水

収
益

等
給

水
収

益
等

期
間

金
額

企
業

債
出

資
金

国
庫

補
助

金
期

間
金

額
金

額
企

業
債

出
資

金
国

庫
補

助
金

変 更

補 正 前

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

愛
国

浄
水

場
浄

水
施

設
更

新
事

業
費

平
2
7
～

令
5

4
,7

2
0
,1

1
9

2
,0

0
0
,9

7
0

7
5
0
,6

0
0

7
5
0
,0

0
0

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

6
1
1
,5

1
2

4
,4

7
1
,7

3
6

1
4
,3

9
1
,9

2
3

1
4
,3

9
1
,9

2
3

7
5
8
,8

0
0

4
,4

7
1
,7

3
4

2
,5

8
9
,9

5
6

9
7
2
,3

0
0

9
7
0
,0

0
0

6
4
7
,4

8
8

1
6
8

7
,0

8
1
,8

4
8

5
0
0
,2

0
0

1
7
0

令
7
～

令
2
8

7
,6

7
0
,8

3
4

1
,4

2
0
,3

0
0

1
,0

2
0
,0

0
0

1
,1

9
8
,6

0
0

8
0
0
,0

0
0

補 正 後
3
,1

7
4
,6

4
9

1
,1

1
6
,9

0
0

9
7
0
,0

0
0

7
5
0
,0

0
0

5
0
0
,2

0
0

4
4
0
,2

6
3

－

9
,1

6
3
,9

8
3

6
4
7
,4

8
8

4
4
0
,2

6
1

8
,5

7
4
,9

9
7

補 正 前
合

　
　

　
　

計
－

2
,5

8
5
,6

6
3

8
9
5
,2

0
0

1
9
,3

0
2
,4

0
0

1
8
,4

9
7
,9

1
4

6
,7

4
8
,2

6
8

8
0
0
,0

0
0

1
,0

2
0
,0

0
0

1
,0

3
3
,0

2
9

4
,7

9
3
,5

5
4

2
,3

1
7
,4

0
0

2
,0

9
5
,7

0
0

8
8
5
,7

4
1

4
,7

9
3
,5

5
6
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（単
位

　
千

円
）

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債

有
形

固
定

資
産

1
0
6
,2

1
4
,2

4
5

企
業

債

減
価

償
却

累
計

額
△

 4
5
,1

7
7
,3

3
9

6
1
,0

3
6
,9

0
6

令
和

６
年

度
釧

路
市

水
道

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
補

正

（
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）

資
産

の
部

固
定

資
産

流
動

負
債

1
,5

0
1
,2

2
6

無
形

固
定

資
産

合
計

2
,6

8
9

引
当

金

1
,5

5
5
,8

8
8

有
形

固
定

資
産

合
計

6
1
,0

3
6
,9

0
6

無
形

固
定

資
産

企
業

債
合

計
1
,5

5
5
,8

8
8

投
資

そ
の

他
の

資
産

賞
与

引
当

金
4
3
,4

2
5

投
資

有
価

証
券

1
,3

5
0

法
定

福
利

費
引

当
金

7
,7

4
2

電
話

加
入

権
2
,6

8
9

未
払

金

3
,1

6
2
,2

1
9

流
動

資
産

繰
延

収
益

出
資

金
3
,0

2
7

引
当

金
合

計
5
1
,1

6
7

4
,3

7
7

預
り

金
5
3
,9

3
8

現
金

預
金

1
,8

2
4
,9

5
2

長
期

前
受

金
1
7
,4

7
3
,4

6
6

未
収

金
1
,7

7
5
,8

8
7

収
益

化
累

計
額

△
 6

,8
5
6
,3

4
7

固
定

資
産

合
計

6
1
,0

4
3
,9

7
2

流
動

負
債

合
計

貸
倒

引
当

金
△

 4
0
,3

2
3

1
,7

3
5
,5

6
4

繰
延

収
益

合
計

1
0
,6

1
7
,1

1
9

貯
蔵

品
1
8
6
,0

8
5

負
債

合
計

4
1
,1

1
9
,7

1
1

資
本

の
部

負
債

の
部

資
本

金
1
9
,9

5
4
,3

4
7

固
定

負
債

剰
余

金

流
動

資
産

合
計

3
,7

4
6
,6

0
1

資
産

合
計

6
4
,7

9
0
,5

7
3

企
業

債
合

計
2
6
,8

2
8
,2

0
8

資
本

剰
余

金
合

計
3
0
,2

2
7

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金
5
1
2
,1

6
5

利
益

剰
余

金

企
業

債
資

本
剰

余
金

2
6
,8

2
8
,2

0
8

受
贈

財
産

評
価

額
1
1
,7

2
7

寄
附

金
1
8
,5

0
0

引
当

金
合

計
5
1
2
,1

6
5

減
債

積
立

金
7
9
,4

3
3

固
定

負
債

合
計

2
7
,3

4
0
,3

7
3

建
設

改
良

積
立

金

3
,7

1
6
,5

1
5

資
本

合
計

2
3
,6

7
0
,8

6
2

負
債

資
本

合
計

6
4
,7

9
0
,5

7
3

6
5
0
,0

0
0

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
2
,9

5
6
,8

5
5

利
益

剰
余

金
合

計
3
,6

8
6
,2

8
8

剰
余

金
合

計
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
Ⅲ

セ
グ

メ
ン

ト
情

報
の

開
示

１
有

価
証

券
の

評
価

基
準

及
び

評
価

方
法

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

そ
の

他
有

価
証

券
　

移
動

平
均

法
に

よ
る

原
価

法
釧

路
市

水
道

事
業

会
計

は
、

上
水

道
事

業
及

び
簡

易
水

道
事

業
を

運
営

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
２

つ
を

２
た

な
卸

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
貯

蔵
品

　
先

入
先

出
法

に
よ

る
原

価
法

な
お

、
各

報
告

セ
グ

メ
ン

ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
３

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

　
水

道
事

業
の

う
ち

、
簡

易
水

道
事

業
以

外
の

、
計

画
給

水
人

口
が

5
,0

0
0
人

を
超

え
る

水
道

・
減

価
償

却
の

方
法

事
業

。
釧

路
市

街
地

区
の

水
道

事
業

（
釧

路
町

域
を

含
む

。
）

定
額

法
に

よ
る

。
　

計
画

給
水

人
口

が
5
,0

0
0
人

以
下

の
水

道
事

業
。

計
画

給
水

人
口

の
規

模
が

小
さ

い
も

の
。

・
主

な
耐

用
年

数
山

花
・
阿

寒
・
飽

別
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
簡

易
水

道
事

業
(二

俣
飲

用
水

事
業

含
む

。
)

建
物

1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
構

築
物

1
0
～

5
8
年

前
年

度
（
自

　
令

和
５

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

６
年

３
月

３
１

日
）

機
械

及
び

装
置

 8
～

1
7
年

（
単

位
　

千
円

）
車

両
運

搬
具

 3
～

6
年

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 3

～
1
5
年

営
業

収
益

(２
)

無
形

固
定

資
産

営
業

費
用

・
減

価
償

却
の

方
法

営
業

損
益

定
額

法
に

よ
る

。
経

常
損

益
４

引
当

金
の

計
上

方
法

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
(１

)
貸

倒
引

当
金

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
債

権
の

不
納

欠
損

に
よ

る
損

失
に

備
え

る
た

め
、

貸
倒

実
績

率
等

に
よ

る
回

収
不

能
見

込
み

額
を

そ
の

他
の

項
目

計
上

し
て

い
る

。
他

会
計

繰
入

金
(２

)
退

職
給

付
引

当
金

減
価

償
却

費
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
有

形
固

定
資

産
及

び
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

(３
)

賞
与

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

当
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１
日

　
至

　
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
（
単

位
　

千
円

）
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

セ
グ

メ
ン

ト
資

産
る

支
出

見
込

額
に

基
づ

き
、

当
事

業
年

度
の

負
担

に
属

す
る

額
を

計
上

し
て

い
る

。
セ

グ
メ

ン
ト
負

債
５

消
費

税
等

の
会

計
処

理
そ

の
他

の
項

目
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

会
計

処
理

は
税

抜
方

式
に

よ
っ

て
い

る
。

他
会

計
繰

入
金

減
価

償
却

費
Ⅱ

予
定

貸
借

対
照

表
等

関
連

有
形

固
定

資
産

及
び

１
企

業
債

の
償

還
に

係
る

他
会

計
の

負
担

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

貸
借

対
照

表
に

計
上

さ
れ

て
い

る
企

業
債

（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

に
償

還
予

定
の

も
の

も
含

む
。

）
の

う
ち

、
「
水

道
事

業
に

対
す

る
繰

出
基

準
」
に

基
づ

き
、

一
般

会
計

が
負

担
Ⅳ

そ
の

他
す

る
と

見
込

ま
れ

る
額

は
1
,0

0
1
,5

9
8
千

円
で

あ
る

。
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

1
0
,9

3
0
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

4
3
,5

6
1
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
4
0
,6

2
1
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

7
,9

6
6
千

円
を

取
り

崩
す

。

事
業

区
分

事
　

　
業

　
　

の
　

　
内

　
　

容

上
水

道
事

業

簡
易

水
道

事
業

上
水

道
事

業
簡

易
水

道
事

業
合

　
計

3
,9

6
3
,1

3
1

2
5
1
,8

8
3

4
,2

1
5
,0

1
4

3
,7

0
6
,9

5
0

3
7
0
,7

3
2

4
,0

7
7
,6

8
2

2
5
6
,1

8
1

△
 1

1
8
,8

4
9

1
3
7
,3

3
2

5
7
0
,4

6
7

6
4
,4

9
3

6
3
4
,9

6
0

5
7
,9

8
3
,6

6
0

3
,1

6
7
,6

3
9

6
1
,1

5
1
,2

9
9

3
6
,3

8
5
,0

4
7

2
,6

8
9
,1

0
2

3
9
,0

7
4
,1

4
9

3
5
9
,9

0
1

2
0
2
,3

1
9

5
6
2
,2

2
0

1
,8

8
5
,5

5
6

2
0
2
,7

9
7

2
,0

8
8
,3

5
3

4
,4

1
9
,8

5
8

△
 1

3
0
,3

7
9

4
,2

8
9
,4

7
9

上
水

道
事

業
簡

易
水

道
事

業
合

　
計

6
1
,7

3
9
,3

8
3

3
,0

5
1
,1

9
0

6
4
,7

9
0
,5

7
3

3
8
,6

0
2
,2

7
4

2
,5

1
7
,4

3
7

4
1
,1

1
9
,7

1
1

6
,2

6
4
,3

5
8

△
 1

0
5
,1

1
6

6
,1

5
9
,2

4
2

6
8
,7

6
6

1
8
6
,5

6
5

2
5
5
,3

3
1

1
,9

2
4
,1

1
5

2
0
6
,4

0
2

2
,1

3
0
,5

1
7
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議案第５４号 

 

令和６年度釧路市港湾整備事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度釧路市港湾整備事業会計の補正予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

（収益的収入） 

第２条 令和６年度釧路市港湾整備事業会計予算第３条に定めた収益的収入

の予定額を、次のとおり補正する。 

（科   目）  （既決予定額）（補正予定額） （  計  ） 

収               入 

第１款 施設運営事業収益 495,810千円 53,850千円 549,660千円 

第１項 営 業 収 益 460,872千円 59,235千円 520,107千円 

第２項 営 業 外 収 益 34,938千円 △5,385千円 29,553千円 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 
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収
益

的
収

入

収
　

　
　

入
（
単

位
　

千
円

）

1

1

4

2

3
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

還
付

金
消

費
税

還
付

金

営
業

外
収

益
3
4
,9

3
8

△
 5

,3
8
5

2
9
,5

5
3

2
7
,3

6
6

△
 5

,3
8
5

2
1
,9

8
1

事
業

収
益

△
 5

,3
8
5

1
基

5
9
,2

3
5

使
用

料
荷

役
機

械
3
2
,6

7
4

5
9
,2

3
5

9
1
,9

0
9

石
炭

荷
役

機
械

営
業

収
益

4
6
0
,8

7
2

5
9
,2

3
5

5
2
0
,1

0
7

施
設

運
営

4
9
5
,8

1
0

5
3
,8

5
0

5
4
9
,6

6
0

令
和

６
年

度
釧

路
市

港
湾

整
備

事
業

会
計

補
正

予
算

実
施

計
画

款
項

目
既

決
予

定
額

補
正

予
定

額
計

備
考
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（
間

接
法

に
よ

り
作

成
）

１
業

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

当
年

度
純

利
益

減
価

償
却

費

賞
与

引
当

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

法
定

福
利

費
引

当
金

の
増

減
額

（
△

は
減

少
）

受
取

利
息

支
払

利
息

未
収

金
の

増
減

額
（
△

は
増

加
）

未
払

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

預
り

金
の

増
減

額
（
△

は
減

少
）

完
成

土
地

の
増

減
額

（
△

は
増

加
）

小
計

利
息

の
受

取
額

利
息

の
支

払
額

業
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

２
投

資
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

有
形

固
定

資
産

の
取

得
に

よ
る

支
出

投
資

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

３
財

務
活

動
に

よ
る

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・
フ

ロ
ー

一
時

借
入

れ
に

よ
る

収
入

一
時

借
入

金
の

返
済

に
よ

る
支

出

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
に

よ
る

収
入

建
設

改
良

費
等

の
財

源
に

充
て

る
た

め
の

企
業

債
の

償
還

に
よ

る
支

出

財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

４
資

金
減

少
額

５
資

金
期

首
残

高

６
資

金
期

末
残

高

1
,2

4
0
,0

3
6

1
,1

6
9
,0

0
3

△
 5

6
7
,9

9
1

3
8
5
,0

0
0

△
 3

8
5
,0

0
0

△
 1

1
6
,7

6
3

2
6
8
,2

3
7

3
8
5
,0

0
0

△
 7

9
,2

3
3

2
4
4
,3

5
7

3
0

△
 1

5
,6

6
6

△
 5

6
7
,9

9
1

△
 4

7
1
,0

3
3

令
和

６
年

度
釧

路
市

港
湾

整
備

事
業

予
定

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
計

算
書

補
正

(
令

和
６

年
４

月
１

日
か

ら
令

和
７

年
３

月
３

１
日

ま
で

）

（
単

位
　

千
円

）

8
0
,8

1
6

1
9
9
,8

0
1

2
2
8
,7

2
1

2
9
,1

1
7

1
,1

2
3

2
2
2

△
 3

0

1
5
,6

6
6

△
 3

,1
2
1
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（
単

位
　

千
円

）

投
資

そ
の

他
の

資
産

合
計

　
建

設
改

良
費

等
の

財
源

に
　

充
て

る
た

め
の

企
業

債

　
建

設
改

良
費

等
の

財
源

に
　

充
て

る
た

め
の

企
業

債

8
8
,3

2
2

有
形

固
定

資
産

合
計

4
,0

4
8
,6

3
6

流
動

負
債

減
価

償
却

累
計

額
△

 1
0
,7

3
9
,0

3
8

4
,0

4
8
,6

3
6

法
定

福
利

費
引

当
金

5
8
2

出
資

金
1
3
,2

6
7

繰
延

収
益

長
期

前
受

金
3
,0

7
7

1
3
,2

6
7

投
資

そ
の

他
の

資
産

流
動

負
債

合
計

収
益

化
累

計
額

△
 2

,8
8
8

令
和

６
年

度
釧

路
市

港
湾

整
備

事
業

予
定

貸
借

対
照

表
補

正

資
産

の
部

固
定

資
産

未
払

金
5
,0

0
0

1
4
,7

8
7
,6

7
4

賞
与

引
当

金
2
,9

2
2

有
形

固
定

資
産

（
令

和
７

年
３

月
３

１
日

）

5
,0

2
3
,3

7
4

5
,0

2
3
,3

7
4

西
港

区
完

成
土

地

繰
延

収
益

合
計

1
,9

2
4
,7

9
1

資
本

金

資
本

金
合

計

自
己

資
本

金

土
地

造
成

合
計

1
,9

2
4
,7

9
1

1
8
9

1
,3

6
9
,7

5
9

完
成

土
地

流
動

資
産

土
地

造
成

負
債

合
計

流
動

資
産

合
計

そ
の

他
流

動
負

債
1
,1

0
4

資
本

の
部

固
定

資
産

合
計

4
,0

6
1
,9

0
3

資
産

合
計

7
,1

9
7
,1

5
8

負
債

の
部

資
本

剰
余

金
合

計

2
7
1
,8

0
0

減
債

積
立

金

利
益

剰
余

金

剰
余

金

1
,2

1
0
,4

6
4

1
4
2
,8

2
6

国
庫

負
担

金

固
定

負
債

資
本

剰
余

金

現
金

預
金

1
,1

6
9
,0

0
3

未
収

金
4
1
,4

6
1

1
4
2
,8

2
6

7
8
,7

1
4

剰
余

金
合

計

資
本

合
計

負
債

資
本

合
計

3
8
9
,3

9
9

6
6
1
,1

9
9

利
益

剰
余

金
合

計

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
1
,2

8
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注
記 Ⅰ
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収
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３
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議案第５５号 

 

介護保険法施行規則の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （釧路市附属機関に関する条例の一部改正） 

第１条 釧路市附属機関に関する条例（平成１７年釧路市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。 

  別表第１釧路市地域包括支援センター運営協議会の項中「第１４０条の

６６第１号ロ⑵」を「第１４０条の６６第１号イ」に改める。  

 （釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に

関する条例の一部改正） 

第２条 釧路市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準

等に関する条例（平成２５年釧路市条例第１６号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第５項中「第１７条の１２」を「第６４条第１号ハ」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、関係条例における省令の引用条項

について規定の整理をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第５６号 

 

釧路市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３３条の７第１項第２号中「同条第３項」を「所得税法等の一部を改

正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法（

以下この号において「旧所得税法」という。）第７８条第３項」に改め、

同号イ中「所得税法」を「旧所得税法」に改める。 

第５１条第２項中「によって」を「により」に、「納期限前７日」を「

納期限」に改め、同項ただし書を次のように改める。 

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明ら

かであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限

りでない。 

第５１条に次の１項を加える。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認め

る場合には、第１項の規定により市民税の減免を受けようとする者は、

納期限後においても前項の規定による申請書の提出をすることができる。 

第５６条中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

第７１条第２項中「によって」を「により」に、「納期限前７日」を「

納期限」に改め、同項ただし書を次のように改める。 

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに

該当することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要がある

と認める場合は、この限りでない。 

第７１条第４項中「によって」を「により」に、「においては」を「に

は」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「によって」を「によ
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り」に、「前項」を「第２項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２

項の次に次の１項を加える。 

３ 前項本文の規定にかかわらず、市長がやむを得ない事由があると認め

る場合には、第１項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者

は、納期限後においても前項の規定による申請書の提出をすることがで

きる。 

第８８条第２項中「によって」を「により」に、「納期限前７日」を「

納期限」に改め、同条第３項中「によって」を「により」に改める。 

第８９条第２項中「によって」を「により」に改め、同条第３項中「に

よって」を「により」に、「納期限前７日」を「納期限」に改め、同条第

４項及び第５項中「によって」を「により」に改める。 

第１３８条の３第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項各

号列記以外の部分に次のただし書を加える。 

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のい

ずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免す

る必要があると認める場合は、この限りでない。 

第１３８条の３第３項中「によって」を「により」に改める。 

附則第１０条の２中第２２項を第２３項とし、第１３項から第２１項ま

でを１項ずつ繰り下げ、第１２項の次に次の１項を加える。 

１３ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、７分の６とする。 

附則第１１条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７

年度又は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年

度分」を「令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和

４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又

は令和７年度類似適用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に

改める。 

附則第１５条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年
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度から令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を

「令和９年３月３１日」に改める。 

第２条 釧路市税条例の一部を次のように改正する。 

第３３条の７第１項第２号中「及び第３号に掲げる寄附金（所得税法等

の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の

所得税法（以下この号において「旧所得税法」という。）第７８条第３項

の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）並びに」を「から第

４号までに掲げる寄附金及び」に改め、同号イ中「旧所得税法第７８条第

３項」を「所得税法第７８条第２項第４号」に、「特定公益信託」を「公

益信託」に、「金銭」を「当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金

」に改める。 

附則第４条の３を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第５１条第２項、第７１条第２項、第８８条第２項、第８９

条第３項及び第１３８条の３第２項の改正規定（いずれも「納期限前７

日」を「納期限」に改める部分に限る。）並びに第５６条の改正規定 

令和７年４月１日 

(2) 第１条中第３３条の７第１項の改正規定 公益信託に関する法律（令

和６年法律第３０号）の施行の日 

(3) 第２条及び次条の規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌

年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３

条第１項の規定の適用がある場合における第２条の規定による改正後の釧
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路市税条例第３３条の７第１項の規定の適用については、同項第２号中「

掲げる寄附金」とあるのは「掲げる寄附金（所得税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条

第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」とする。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の釧路市

税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

 地方税法等の一部改正等に伴い、所要の改正及び規定の整備をいたしたく、

本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 固定資産税関係 

(1) 特定バイオマス発電設備（バイオマスのうち木竹に由来するもの又は

農産物の収穫に伴って生ずるバイオマスを電気に変換するものに限る。

）に係る固定資産税の課税標準の特例について、課税標準となるべき価

格に乗じる市が定める特例割合を７分の６とすること。（附則第１０条

の２関係） 

(2) 令和６年度の固定資産税の評価替えに伴い、地価下落を対象とした価

格修正に係る特例措置を令和７年度及び令和８年度において継続するこ

と。（附則第１１条の２関係） 

２ 特別土地保有税関係 
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令和６年度の固定資産税の評価替えに伴い、令和６年度から令和８年度

までの各年度分の税額について、現行の負担均衡化促進のための調整措置

を継続すること。（附則第１５条関係） 

３ 市税の減免関係 

(1) 市民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地保有税の減免に関し、

申請の期限を変更すること。（第５１条、第７１条、第８８条、第８９

条、第１３８条の３関係） 

(2) 市民税、固定資産税及び特別土地保有税に関し、減免事由に該当する

ことが明らかであり、かつ、減免の必要があると市長が認める場合は、

職権による減免を可能とすること。（第５１条、第７１条、第１３８条

の３関係） 

４ その他引用条項等の規定の整備をすること。 
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議案第５７号 

 

釧路市子ども医療費助成条例等の一部を改正する条例 

 

（釧路市子ども医療費助成条例の一部改正） 

第１条 釧路市子ども医療費助成条例（平成１７年釧路市条例第１０６号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 

  第４条第１項中「（高校生等にあっては、入院に係る医療に限る。）」

を削る。 

（釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正） 

第２条 釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例（平成１７年釧路市条例第１

０８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中第９項を削り、第１０項を第９項とする。 

第４条第１項第１号中「中学校修了前児童」を「第２条第３項第１号に

該当する者」に改め、同項第３号を削り、同項第４号中「前３号」を「前

２号」に改め、同号を同項第３号とする。 

（釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の一部改正） 

第３条 釧路市重度心身障がい者医療費助成条例（平成１７年釧路市条例第

１２１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第６号中「中学校修了前児童 １５歳」を「１８歳未満の者 １

８歳」に改め、同条中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８

号とする。 

  第４条第１項第１号中「中学校修了前児童」を「１８歳未満の者」に改

め、同項第３号を削り、同項第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同

号を同項第３号とし、同項第５号を同項第４号とする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和６年１１月１日から施行する。 

（釧路市子ども医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の釧路市子ども医療費助成条例の規定は、こ

の条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の医療に係る医療費の

助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費の助成については、な

お従前の例による。 

（釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の釧路市ひとり親家庭等医療費助成条例の規

定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前の

医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

（釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の釧路市重度心身障がい者医療費助成条例の

規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前

の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

高校生等の通院及び指定訪問看護に係る医療費について、令和６年１１月

診療分から自己負担額の全額を助成対象とすることに伴い、関係条例につい

て所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第５８号 

 

釧路市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例

の一部を改正する条例 

 

釧路市地域包括支援センターの職員に係る基準等に関する条例（平成２７

年釧路市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「員数」の次に「（運営協議会が第１号被保険者の数及び

センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法

（当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員数を常勤の

職員の員数に換算する方法をいう。）によることができる。次項において同

じ。）」を加え、同条第２項の表以外の部分中「前項」を「第１項」に改め、

同項の表の右欄中「前項各号」を「第１項各号」に、「前項第１号」を「第

１項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を

加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、運営協議会がセンターの効果的な運営に資す

ると認めるときは、複数のセンターが担当する区域を一の区域として、当

該区域内の第１号被保険者の数について、おおむね３，０００人以上６，

０００人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数のセン

ターに配置することにより、当該区域内の一のセンターがそれぞれ同項の

基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一のセンター

に置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから２

人とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターに配置する

職員の基準について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第５９号 

 

釧路市精神障がい者入院医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

釧路市精神障がい者入院医療費助成条例（平成１７年釧路市条例第１２２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３号中「第５条」を「第５条第１項」に改め、同条第４号中「第

３３条第１項」を「第５条第２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、法の引用条

項について規定の整備をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６０号 

 

釧路市夜間急病センター条例の一部を改正する条例 

 

釧路市夜間急病センター条例（平成１９年釧路市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  釧路市休日夜間急病センター条例 

第１条中「夜間に」を「休日及び夜間に」に、「釧路市夜間急病センター

」を「釧路市休日夜間急病センター」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和６年８月１日から施行する。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

 釧路市夜間急病センターの診療時間を拡大することに伴い、同センターの

名称を変更する等の所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６１号 

 

釧路市港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

 

釧路市港湾施設管理条例（平成１７年釧路市条例第２２２号）の一部を次

のように改正する。 

別表荷役機械の項中「４７２，０００円」を「９，４４７，０００円」に

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料に

ついて適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也  

 

（説明） 

石炭荷役機械の使用料を改定いたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６２号 

 

釧路市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術

管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 釧路市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理

者の資格に関する条例（平成２５年釧路市条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項第６号中「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣

」に改める。 

第２条 釧路市水道布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理

者の資格に関する条例の一部を次のように改正する。 

第３条第１項第１号中「の土木工学科」を「において土木工学科」に改

め、「において衛生工学又は水道工学に関する学科目」を削り、「２年以

上水道」を「３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下こ

の項において「水道等」という。）」に改め、「者」の次に「（１年６か

月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」

を加え、同項第２号中「の土木工学科又はこれ」を「において機械工学科

若しくは電気工学科又はこれら」に改め、「において衛生工学及び水道工

学に関する学科目以外の学科目」を削り、「３年以上水道」を「４年以上

水道等」に改め、「者」の次に「（２年以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同項第３号中「高等専門学

校」の次に「（次号において「短期大学等」という。）」を加え、「水道

」を「水道等」に改め、「者」の次に「（２年６か月以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同項第８号中

「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（５年以上水道の工事に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同号を

同項第１１号とし、同項第７号中「水道に」を「水道等に」に改め、「有
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するもの」の次に「（６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。）」を加え、同号を同項第９号とし、同号の次に次

の１号を加える。 

(10)建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び

第２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者

であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有

するもの（１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

第３条第１項第６号中「若しくは第２号に規定する学科目又は第３号若

しくは第４号」を「から第６号まで」に、「水道」を「水道等」に改め、

「者」の次に「（それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２

分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

）」を加え、同号を同項第８号とし、同項第５号中「１年以上、」を「２

年以上、」に、「２年以上水道」を「３年以上水道等」に改め、「もの」

の次に「（第１号の規定による卒業者にあっては１年以上、第２号の規定

による卒業者にあっては１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有するものに限る。）」を加え、同号を同項第７号とし、同項

第４号中「中等教育学校」の次に「（次号において「高等学校等」という。

）」を加え、「水道」を「水道等」に改め、「者」の次に「（３年６か月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を

加え、同号を同項第５号とし、同号の次に次の１号を加える。 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。） 

第３条第１項第３号の次に次の１号を加える。 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課

程を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従事
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した経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。） 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 簡易水道事業、給水人口が５０，０００人以下である水道事業又は１

日に給水することができる最大の水量が２５，０００立方メートル以下

である水道用水供給事業の用に供する水道（以下「簡易水道等」という。

）については、前項第１号中「３年以上水道、工業用水道、下水道、道

路又は河川（以下この項において「水道等」という。）に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（１年６か月以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「１年６か月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第

２号中「４年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。）」とあるのは「２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者」と、同項第３号中「５年以上水道等に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者（２年６か月以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「２年６か月以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第４号

中「６年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（

３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。

）」とあるのは「３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者」と、同項第５号中「７年以上水道等に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者（３年６か月以上水道に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年６か月以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第６号中「

８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（４年

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」

とあるのは「４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す
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る者」と、同項第７号中「２年以上、第２号の規定による卒業者にあっ

ては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

（第１号の規定による卒業者にあっては１年以上、第２号の規定による

卒業者にあっては１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するものに限る。）」とあるのは「１年以上、第２号の規定に

よる卒業者にあっては１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有するもの」と、同項第８号中「最低経験年数以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規

定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「水道等の最低経験

年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者」と、同項第９号中「１年以上水道等に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するもの（６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。）」とあるのは「６か月以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有するもの」と、同項第１０号中「３年以上

水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（１年６か月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」

とあるのは「１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有するもの」と、同項第１１号中「１０年以上水道等の工事に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者（５年以上水道の工事に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「５年

以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそ

れぞれ読み替えるものとする。 

第４条第１項第１号を次のように改める。 

(1) 前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木

工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後

（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定

する学校を卒業した者については３年以上、同項第３号に規定する学
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校を卒業した者（専門職大学前期課程にあっては、修了した者）につ

いては５年以上、同項第５号に規定する学校を卒業した者については

７年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

第４条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木

工学以外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「学科目を」

を「課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）

を」に、「同項第４号」を「同項第５号」に改め、同項第３号中「及び第

４号」を「又は第５号」に、「に関する学科目」を「の課程」に、「学科

目以外」を「課程以外」に、「学科目を」を「課程を」に、「同項第４号

」を「同項第５号」に改め、同項第４号中「前２号」を「前３号」に、「

学科目」を「課程」に改め、同項中第６号を第８号とし、第５号を第７号

とし、第４号の次に次の２号を加える。 

(5) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門

に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したもの

に限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有するもの 

(6) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管

理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有するもの 

第４条第２項中「簡易水道又は」を「簡易水道等又は」に、「１，００

０立方メートル」を「１０，０００立方メートル」に、「「簡易水道以外

の水道」とあるのは「簡易水道」」を「「３年以上」とあるのは「１年６

か月以上」と、「５年以上」とあるのは「２年６か月以上」と、「７年以

上」とあるのは「３年６か月以上」」に改め、「同項第５号中」の次に「

「１年以上」とあるのは「６か月以上」と、同項第６号中「３年以上」と

あるのは「１年６か月以上」と、同項第７号中」を加える。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和７年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定の施行の際現に、同条の規定による改正前の釧路市水道布

設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条

例第４条第１項第６号に規定する講習の課程を修了している者については、

第１条の規定による改正後の同号に掲げる者とみなす。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

水道法施行令の一部改正等に伴い、水道布設工事監督者及び水道技術管理

者の資格要件について所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６３号 

 

釧路市下水道条例の一部を改正する条例 

 

釧路市下水道条例（平成１７年釧路市条例第２８７号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１１条第１項第８号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

下水道法施行令の一部改正に伴い、除害施設の設置等に係る水質の基準に

ついて規定の整備をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６４号 

 

釧路市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

釧路市火災予防条例（平成１７年釧路市条例第２３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３３条の３第１項第２号中「いう。以下この条において」を「いう。以

下」に、「除く。以下この条」を「除く。以下この項」に改める。 

第４４条第１項中「建築基準法施行令第１３条第１号に規定する避難階」

を「避難階及び１１階以上の階」に改め、同項第１号中「まで、」を「まで

及び」に、「主要構造部」を「特定主要構造部（建築基準法第２条第９号の

２イに規定する特定主要構造部をいう。）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

消防法施行令の一部改正に伴い、避難器具の設置を義務付ける防火対象物

の範囲について所要の改正を行うとともに、規定の整備をいたしたく、本案

を提出するものである。 
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議案第６５号 

 

財 産 取 得 の 件 

  

 市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   除雪グレーダ  １台 

２ 取 得 金 額   ３７,３４５,０００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市星が浦南２丁目２番７号 

              コマツ道東株式会社釧路支店 

支店長 村 上 文 人 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

除雪グレーダの取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を

得たく、本案を提出するものである。 

 なお、車両の仕様概要は、次のとおりである。 

１ 形  式  除雪グレーダ（３.７ｍ級） 

２ 車両本体  総重量       １８,４４０kg 

外形寸法   全長  ９,７６５mm 

全幅   ２,４２０mm 

全高  ３,４１０mm 

ブレード寸法 長さ  ３,７１０mm 

高さ    ５４５mm 

厚さ     １９mm 
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（ 参 考 ）  

 

釧 路 市 財 産 条 例 抜 粋  

 

（ 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 財 産 の 取 得 又 は 処 分 ）  

第 ２ 条  法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な

ら な い 財 産 の 取 得 又 は 処 分 は 、 予 定 価 格 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 不 動 産 （ 土

地 に つ い て は １ 件 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の に 係 る も の に 限 る 。

） 若 し く は 動 産 の 買 入 れ 若 し く は 売 払 い 又 は 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 の 買 入

れ 若 し く は 売 払 い と す る 。  
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議案第６６号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   ロータリ除雪車  １台 

２ 取 得 金 額   ３５,６４０,０００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市鳥取南６丁目２番２４号 

              三ッ輪エンジニアリング株式会社 

               代表取締役 冨 樫 直 人 

  

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

ロータリ除雪車の取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決

を得たく、本案を提出するものである。 

なお、車両の仕様概要は、次のとおりである。 

１ 形  式  ロータリ除雪車（１.３ｍ級） 

２ 車両本体  総重量        ６,２００kg 

外形寸法   全長  ５,４７０㎜ 

全幅  １,３００㎜ 

全高  ２,５００㎜ 

最大除雪幅      １,３００㎜ 

最大除雪高      １,０００㎜ 

３ 草刈装置   油圧式水平円盤回転式（飛散防止形） 
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議案第６７号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   給食用コンテナ  一式 

２ 取 得 金 額   ９７,２１８,０００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市新釧路町１０番１１２号 ビラ新釧路

１１０２号 

株式会社中西製作所釧路営業所 

所長 渡 邉 俊 弥 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

学校給食の運搬に使用するコンテナの取得に関し、釧路市財産条例第２条

の規定に基づき議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、取得する財産の概要は、次のとおりである。 

１ 混載６学級用コンテナ    ９台 

２ 食器１１学級用コンテナ  ５１台 

３ 食缶１２学級用コンテナ  ５１台 
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議案第６８号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   食器類  一式 

２ 取 得 金 額   ８２,１３３,８１０円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市新釧路町１０番１１２号 ビラ新釧路

１１０２号 

株式会社中西製作所釧路営業所 

所長 渡 邉 俊 弥 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

学校給食に使用する食器類の取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に

基づき議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、取得する財産の概要は、次のとおりである。 

飯椀、汁椀その他の食器、汁杓子、トングその他の配膳具等 

計 ２２品目 １０１,４９５点 
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議案第６９号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   食缶  一式 

２ 取 得 金 額   ６５,１２０,９９０円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市新釧路町１０番１１２号 ビラ新釧路

１１０２号 

株式会社中西製作所釧路営業所 

所長 渡 邉 俊 弥 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

学校給食に使用する食缶の取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に基

づき議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、取得する財産の概要は、次のとおりである。 

１ 主菜食缶       ４５５個 

２ 副菜食缶       ４４５個 

３ 汁食缶        ４６５個 

４ マイルドボックス    ３２個 

５ 揚げ物食缶      ４４５個 

６ デザート食缶     ４００個 

７ ジャム・添加物入れ  ４４５個 
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議案第７０号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   大型厨房機器類（その１）  一式 

２ 取 得 金 額   ７３,６６２,４９０円 

３ 契 約 の 方 法   一者随意契約 

４ 取 得 先   釧路市新釧路町１０番１１２号 ビラ新釧路

１１０２号 

株式会社中西製作所釧路営業所 

所長 渡 邉 俊 弥 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

釧路市学校給食センターで使用する大型厨房機器類（その１）の取得に関

し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提出するも

のである。 

なお、取得する財産の概要は、次のとおりである。 

移動台、配缶台その他の大型厨房機器等 

計 ４２品目 ２７２点 
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議案第７１号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   大型厨房機器類（その２）  一式 

２ 取 得 金 額   ６０,２８７,７００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市新釧路町１０番１１２号 ビラ新釧路

１１０２号 

株式会社中西製作所釧路営業所 

所長 渡 邉 俊 弥 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

釧路市学校給食センターで使用する大型厨房機器類（その２）の取得に関

し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提出するも

のである。 

なお、取得する財産の概要は、次のとおりである。 

移動棚、台車その他の大型厨房機器等 

計 ３２品目 ２７４点 
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議案第７２号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   厨房機器類  一式 

２ 取 得 金 額   ３５,１４５,０００円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市鳥取南５丁目１２番５号 

株式会社三ッ輪商会 

代表取締役 栗 林 延 年 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

釧路市学校給食センターで使用する厨房機器類の取得に関し、釧路市財産

条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、取得する財産の概要は、次のとおりである。 

調理用具その他の小型厨房機器等 

計 １１７品目 ４,７６３点 
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議案第７３号 

 

市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止 の 件 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の

規定に基づき、次のとおり市道路線を認定し、及び廃止する。 

記 

１ 路線の認定 

路線 

番号 
路 線 名      起 点          終 点          

参 考        

延長 (m) 幅員 (m)

8308 オンネナイ道路 
阿寒町仁々志別32線89番

12地先 
阿寒町仁々志別88番2地先 2,006.94

6.50

～ 

9.50

（路線の位置は、別紙図面のとおり） 

 

２ 路線の廃止 

路線 

番号 
路 線 名      起 点          終 点          

参 考        

延長 (m) 幅員 (m)

8145 オンネナイ道路 
阿寒町仁々志別32線89番

12地先 
阿寒町共和東56番1地先 6,715.75

5.00

～

9.50

（路線の位置は、別紙図面のとおり） 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

１ 路線の認定 

８３０８号は、路線の見直しのため、認定するものである。 

２ 路線の廃止 

８１４５号は、路線の見直しによる新路線の認定に伴い、廃止するもの
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である。 

 

（ 参 考 ）  

 

道 路 法 抜 粋  

 

（ 市 町 村 道 の 意 義 及 び そ の 路 線 の 認 定 ）  

第 ８ 条  第 ３ 条 第 ４ 号 の 市 町 村 道 と は 、 市 町 村 の 区 域 内 に 存 す る 道 路 で 、 市

町 村 長 が そ の 路 線 を 認 定 し た も の を い う 。  

２  市 町 村 長 が 前 項 の 規 定 に よ り 路 線 を 認 定 し よ う と す る 場 合 に お い て は 、

あ ら か じ め 当 該 市 町 村 の 議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

（ ３ ～ ５ 項  略 ）  

 （ 路 線 の 廃 止 又 は 変 更 ）  

第 １ ０ 条  都 道 府 県 知 事 又 は 市 町 村 長 は 、 都 道 府 県 道 又 は 市 町 村 道 に つ い て 、

一 般 交 通 の 用 に 供 す る 必 要 が な く な つ た と 認 め る 場 合 に お い て は 、 当 該 路

線 の 全 部 又 は 一 部 を 廃 止 す る こ と が で き る 。 路 線 が 重 複 す る 場 合 に お い て

も 、 同 様 と す る 。  

（ ２ 項  略 ）  

３  第 ７ 条 第 ２ 項 か ら 第 ８ 項 ま で 及 び 前 条 の 規 定 は 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 都 道

府 県 道 の 路 線 の 廃 止 又 は 変 更 に つ い て 、 第 ８ 条 第 ２ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 及 び

前 条 の 規 定 は 前 ２ 項 の 規 定 に よ る 市 町 村 道 の 路 線 の 廃 止 又 は 変 更 に つ い て 、

そ れ ぞ れ 準 用 す る 。  
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路線認定位置図

認 定

起 点 終 点

認 定  8308

8308

阿寒町共和

阿寒町共和四十六線

阿寒町共和四十四線

オ
ン
ネ
ナ
イ
川

阿寒町共和四十三線

阿寒町共和四十二線

阿寒町共和四十三線

阿寒町共和四十一線

阿
寒
町
共
和
新

仁
々
志
別
川

阿寒町共和四十線

阿
寒
町
共
和
東

阿寒町共和三十九線

ポ
ン
仁
々
志
別
川

阿寒町共和三十八線

阿
寒
町
共
和

阿寒町共和三十七線

阿寒町上仁々志別三十七線

阿寒町上仁々志別三十六線
阿
寒
町
東
栄
三
十
三
線

阿
寒
町
上
仁
々
志
別

阿寒町上仁々志別三十五線

阿
寒
町
上
仁
々
志
別

阿寒町上仁々志別三十三線

阿寒町上仁々志別三十二線

阿寒町中仁々志別北

オ
リ
ヨ
マ
ッ
プ
川

阿寒町東栄南

共進川

阿
寒
町
仁
々
志
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路線廃止位置図
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議案第７４号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事に関し、次により請負契約

を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           １,０８３,５００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市春採６丁目１番５号 

宮脇・タカオ・村井・日向特定共同企業体 

代表者 宮脇土建株式会社 

代表取締役 濁 沼 英 一 

５ 工 期           契約の日から令和８年６月３０日まで 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事に関し、議会の議決に付す

べき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するも

のである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 建築工事 

鉄筋コンクリート造５階建 

延べ面積    ２，６９１．３４㎡ 

１階床面積    ６４１．８９㎡ 
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２階床面積    ６５７．８１㎡ 

３階床面積    ６６０．３５㎡ 

４階床面積    ６６１．０２㎡ 

５階床面積     ７０．２７㎡ 

ピロティ、エントランス・風除室、エレベーターホール（４）、給水

ポンプ室、ホール（２）、管理室、備蓄庫（４）、給湯室（３）、便

所（６）、バリアフリートイレ（３）、授乳室、発電機室 

２ 建築位置  釧路市大楽毛南４丁目５番９ 

３  別途工事  電気設備工事、管設備工事 

 

（ 参 考 ）  

 

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

（ 議 会 の 議 決 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規

定 に よ り 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価 格 １ 億 ５ ， ０

０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。  
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大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

配置図

付近見取図

ＪＲ大楽毛駅

大楽毛小学校

建設位置

大楽毛小学校

JR大楽毛駅

建設位置

配置図

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

N

N

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

配置図

付近見取図
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大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事
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大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

１階平面図

２階平面図

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

２階平面図
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大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

３階平面図

４階平面図
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大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

５階平面図

EPS

緊急救助用・物資投下
発電機室

PS

太陽光発電設備設置スペース

スペース

５階平面図

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

５階平面図

大楽毛津波避難複合施設整備事業建築主体工事

緊急救助用・物資投下
　　　スペース

太陽光発電設備設置スペース

PS EPS

発電機室
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議案第７５号 

 

   工事請負契約の締結に関する件 

 

 令和６年度まりも団地Ｂ棟公営住宅建築主体工事に関し、次により請負契

約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的            令和６年度まりも団地Ｂ棟公営住宅建築主体工

事 

２ 契 約 の 方 法            一般競争入札 

３ 契 約 金 額            １７４,１３０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方            釧路市阿寒町北町３丁目２番１４号 

             廹田建設株式会社 

              代表取締役 廹 田  武 

５ 工 期   契約の日から令和７年３月１４日まで 

 

  令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

 （説明） 

 令和６年度まりも団地Ｂ棟公営住宅建築主体工事に関し、議会の議決に付

すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出する

ものである。 

 なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 建築工事 

木造２階建 

１棟８戸（２ＤＫ４戸、２ＬＤＫ４戸） 

建築面積      ２７７．２４㎡ 
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延べ面積      ５５２．６６㎡ 

２ 建築位置  釧路市阿寒町阿寒湖温泉６丁目７番１７のうち 

３ 別途工事  電気設備工事、管設備工事 
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付近見取図

配置図

令和６ 年度まり も団地Ｂ 棟公営住宅建築主体工事

国 道 240号

阿 寒 湖

消防署

まり む館

阿寒湖
義務教育学校

至： 釧路、 弟子屈方面

至： 北見、 網走方面

建設位置

N

付近見取図

配置図

令和６年度まりも団地Ｂ棟公営住宅建築主体工事
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議案第７６号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

ヒグマ舎改修工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           ヒグマ舎改修工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           １８９,２００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市住之江町１２番１７号 

村井・浅利特定共同企業体 

代表者 村井建設株式会社 

代表取締役 村 井 順 一 

５ 工 期           契約の日から令和７年３月１４日まで 

   

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

ヒグマ舎改修工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条

の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 改修工事 

獣舎改修、放飼場改修、観覧通路（屋外階段及び屋外スロープを含む。

）の新設 

２ 所 在 地  釧路市阿寒町下仁々志別１１番 
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報告第２号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

釧路市税条例及び釧路市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

（釧路市税条例の一部改正） 

第１条 釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第５条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例） 

第５条の２ 所得割の納税義務者の選択により、法附則第４条の４第４項

に規定する特例損失金額（以下この項において「特例損失金額」という。

）がある場合には、特例損失金額（同条第４項に規定する災害関連支出

がある場合には、第３項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出

したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。

）について、令和５年において生じた法第３１４条の２第１項第１号に

規定する損失の金額として、この条例の規定を適用することができる。

この場合において、第３３条の２の規定により控除された金額に係る当

該損失対象金額は、その者の令和７年度以後の年度分で当該損失対象金

額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の

規定の適用については、当該損失対象金額が生じた年において生じなか

ったものとみなす。 

２ 前項前段の場合において、第３３条の２の規定により控除された金額

に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一に
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する令第４８条の６第１項に規定する親族の有する法附則第４条の４第

４項に規定する資産について受けた損失の金額（以下この項において「

親族資産損失額」という。）があるときは、当該親族資産損失額は、当

該親族の令和７年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末

日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用につい

ては、当該親族資産損失額が生じた年において生じなかったものとみな

す。 

３ 第１項の規定は、令和６年度分の第３６条の２第１項又は第４項の規

定による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３

第１項の確定申告書を含む。）に第１項の規定の適用を受けようとする

旨の記載がある場合（これらの申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認める場合を含む。）に限り、適用する。 

附則第６条中「附則第４条の４第３項」を「附則第４条の５第３項」に

改める。 

附則第７条の４の次に次の４条を加える。 

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４

項及び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年

度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下であ

る所得割の納税義務者（次条及び附則第７条の７において「特別税額控

除対象納税義務者」という。）の第３３条の３、第３３条の６から第３

３条の９まで、附則第５条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３

の２第１項、前条及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の

額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３３条の７第２項、第４７条

の５第１項及び前条の規定の適用については、第３３条の７第２項及び

前条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及
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び第５条の８第６項」と、第４７条の５第１項中「課した」とあるのは

「附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき

」と、「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとし

た場合における前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、附則第７

条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と

する。 

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例） 

第７条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通

知書に記載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわ

らず、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算

出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除

前の普通徴収に係る個人の道民税の額（法附則第５条の８第１項及び

第２項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係

る個人の道民税の額をいう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の

合算額（以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人

の住民税の額」という。）からその者の普通徴収に係る個人の市民税

の額、普通徴収に係る個人の道民税の額及び普通徴収に係る森林環境

税の額の合算額を控除した額（以下この項において「普通徴収の個人

の住民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特別税額控除

前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除して得た金額（当該金

額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１，

０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額か

ら控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額

」という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納
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期の納付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この条

及び次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者

の第１期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者

の分割金額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１

期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納

税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはない

ものとし、第４０条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び

次条第１項において「第２期納期」という。）においてはその者の第

１期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４０条第１項

に規定する第３期の納期（以下この項において「第３期納期」という。

）及び同条第１項に規定する第４期の納期（以下この項において「第

４期納期」という。）においてはその者の分割金額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以

上であり、かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗

じて得た金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載

すべき各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納期においてはない

ものとし、第３期納期においてはその者の第１期分金額とその者の分

割金額に２を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人

の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし、第４期納期におい

てはその者の分割金額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて

得た金額との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべ
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き各納期の納付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期におい

てはないものとし、第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個

人の市民税の額、普通徴収に係る個人の道民税の額及び普通徴収に係

る森林環境税の額の合算額とする。 

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定

により普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）

を同項の規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、

前項の規定は、適用しない。 

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特

例） 

第７条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の

規定により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の

市民税」という。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法に

よって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額につい

ては、次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個

人の市民税の額（附則第７条の５第１項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金

等に係る所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を

行う森林環境税額を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の

合算額（以下この号及び第５号において「年金所得に係る所得割額及

び均等割額の合算額」という。）をいう。以下この号及び第３項第１

号において同じ。）からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額を控除した額（以下この項及び第３項において「年金所得

に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。）がその者の特

別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の

年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係
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る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税

の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において同じ。）を

控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して得た金

額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額の

全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）を

その者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」とい

う。）に満たない場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の

方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の

額（以下この項において「普通徴収対象税額」という。）並びに第４

７条の３に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収

の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額（以下この項及び第３項において「特別徴収対象税額」という。

）は、第１期納期においてはその者の第１期分金額からその者の年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当

する税額、第２期納期においてはその者の第２期分金額に相当する税

額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの

間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税

の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があると

き、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」と

いう。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収

に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この

項において「１０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月

１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る
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特別税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の

第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、

普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額

はないものとし、第２期納期においてはその者の第１期分金額とその

者の第２期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、当該年度の

初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはそ

の者の１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との

合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分

金額及びその者の１０月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴

収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期にお

ける税額はないものとし、当該年度の初日の属する年の１０月１日か

ら１１月３０日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の

第２期分金額及びその者の１０月分金額の合計額からその者の年金所

得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。 

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及び

その者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分

金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分

割金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収

対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属す

る年の１０月１日から１１月３０日までの間における税額はないもの

とし、同年１２月１日から翌年の１月３１日までの間においてはその
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者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１０月分金額及

びその者の分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民

税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１

日から３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税

額とする。 

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、そ

の者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合に

は、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２

期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月

３１日までの間における税額はないものとし、同年２月１日から３月

３１日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等

割額の合算額に相当する税額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用につ

いては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日

の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特

別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し

て得た額」とあるのは、「附則第７条の７第１項各号に規定する特別徴

収の方法によって徴収すべき額」とする。 

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人

の市民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、

次に定めるところによる。 

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市

民税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第

４７条の５第１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除し

た額をいう。以下この号において同じ。）を３で除して得た金額（当

該金額に１００円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が１０
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０円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。

以下この項において「分割金額」という。）に２を乗じて得た金額を

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において「１０月分金額」とい

う。）に満たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の

属する年の１０月１日から１１月３０日までの間においてはその者の

１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす

る。 

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の

１０月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特

別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１

月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日から

翌年の１月３１日までの間においてはその者の１０月分金額とその者

の分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年２月１日から

３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とす

る。 

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る

特別税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計

額以上である場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属す

る年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間における税額はない

ものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の

第４７条の５第２項の規定により読み替えられた第４７条の２第１項

に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用につ
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いては、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日

の属する年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特

別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除し

て得た額」とあるのは、「附則第７条の７第３項各号に規定する特別徴

収の方法によって徴収すべき額」とする。 

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用

がある場合については、前各項の規定は、適用しない。 

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

第７条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第

３項及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７

年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税

義務者の第３３条の３、第３３条の６から第３３条の９まで、附則第５

条第２項、附則第７条第１項、附則第７条の３の２第１項、附則第７条

の４及び附則第９条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

附則第８条第２項中「前条」を「附則第７条の４」に改め、同条第３項

中「第３３条の９第１項」の次に「、附則第７条の５第１項及び前条」を

加え、「同項」を「第３３条の９第１項」に、「、「前３条」を「「前３

条」に、「とする」を「と、附則第７条の５第１項中「前条」とあるのは

「前条、附則第８条第２項」と、前条中「附則第７条の４」とあるのは「

附則第７条の４、次条第２項」とする」に改める。 

附則第１０条の２第１３項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附

則第１５条第２５項第３号イ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第

２５項第２号ロ」を「附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同条第１

５項中「附則第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３

号ハ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附

則第１５条第２５項第４号イ」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第

２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同条第１
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８項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４

号ハ」に改め、同条第２０項を削り、同条第２１項中「附則第１５条第４

３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を同条第２０項とし、同

条中第２２項を第２１項とし、第２３項を第２２項とする。 

附則第１０条の３中第１２項を第１３項とし、同条第１１項中「附則第

７条第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１２項と

し、同条第１０項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項

各号」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第１

１項各号」を「附則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１０項と

し、同条第８項中「附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条

第１１項各号に掲げる」に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項中「

附則第７条第９項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同

条第８項とし、同条第６項中「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第

９項各号」に改め、同項を同条第７項とし、同条中第５項を第６項とし、

第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加え

る。 

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅の

うち区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場

合においても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号）第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の

７第３項に規定する期間内に施行規則附則第７条第４項に規定する書類

の提出がされ、かつ、当該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第

１項又は第２項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の

規定にかかわらず、同条第１項又は第２項の規定を適用することができ

る。 

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１２条の前の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令
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和６年度から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令

和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地

等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」及

び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課

税標準額）」を削り、同条第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５

年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、同条第

４項及び第５項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に改める。 

附則第１２条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律

第７号）附則第１４条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年

法律第４号）附則第２１条」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「

令和６年度から令和８年度まで」に改める。 

附則第１３条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度ま

で」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項におい

て同じ。」及び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固

定資産税の課税標準額）」を削る。 

附則第１６条の３第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

附則第１６条の４第３項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

附則第１７条第３項に次の１号を加える。 
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(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第１８条第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第１９条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第２０条第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条第１項の規定による市民税の所得割

の額」とする。 

附則第２０条の２第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の２第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

附則第２０条の２第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の２第３項後段の規定による市民税
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の所得割の額」とする。 

附則第２０条の３第２項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

附則第２０条の３第５項に次の１号を加える。 

(5) 附則第７条の５及び附則第７条の８の規定の適用については、附則

第７条の５第１項及び附則第７条の８中「所得割の額」とあるのは、

「所得割の額並びに附則第２０条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額」とする。 

（釧路市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 釧路市都市計画税条例（平成１７年釧路市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第５項を削り、附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第

４３項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を附則第５項とし、附

則第７項を附則第６項とする。 

附則第８項の前の見出しを削り、同項中「令和３年度から令和５年度ま

で」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令

和４年度分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和

３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）

」を削り、同項を附則第７項とし、同項の前に見出しとして「（宅地等に

対して課する令和６年度から令和８年度までの各年度分の都市計画税の特

例）」を付する。 

附則第９項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令

和８年度までの各年度分」に改め、同項を附則第８項とする。 

附則第１０項中「附則第８項」を「附則第７項」に、「令和４年度分及

び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改め、
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同項を附則第９項とする。 

附則第１１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に、「附則第８項」を「附則第７項」に改め、同項を附

則第１０項とする。 

附則第１２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から

令和８年度まで」に、「附則第８項」を「附則第７項」に改め、同項を附

則第１１項とする。 

附則第１３項中「地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７

号）附則第１４条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第４号）附則第２１条」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和

６年度から令和８年度まで」に改め、同項を附則第１２項とする。 

附則第１４項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、同項中「令和３年度から令和５年度ま

で」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項におい

て同じ。」及び「（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都

市計画税の課税標準額）」を削り、同項を附則第１３項とする。 

附則第１５項の前の見出しを削り、同項を附則第１４項とし、同項の前

に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特

例）」を付する。 

附則第１６項中「附則第１４項」を「附則第１３項」に改め、同項を附

則第１５項とする。 

附則第１７項の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、同項中「附則第８項及び第１０項」を

「附則第７項及び第９項」に、「附則第８項及び第１１項」を「附則第７

項及び第１０項」に、「第９項、第１１項及び第１２項」を「第１０項及

び第１１項」に、「附則第１１項、第１２項及び第１４項」を「附則第１

０項、第１１項及び第１３項」に、「附則第１５項」を「附則第１４項」

に改め、同項を附則第１６項とする。 
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附則第１８項中「第３２項、第３５項、第３９項若しくは第４３項」を

「第３４項若しくは第４２項」に改め、同項を附則第１７項とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の釧路市

税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固

定資産税について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、な

お従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された

地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定に

よる改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項並びに次条第２

項及び第３項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定す

る特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則

第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所

内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、第２条の規定による改正後の釧路市

都市計画税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の都市計画税について

適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則

第１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所

内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、

なお従前の例による。 
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３ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）

の施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５

条第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対

して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

 

令和６年６月１４日提出 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

地方税法の一部改正に伴い、所要の改正及び規定の整備をする専決処分を

したので承認を求めたく、本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 個人の市民税関係 

(1) 定額による特別税額控除の実施に関し、必要な事項を定めたこと。（

市税条例附則第７条の５から第７条の８まで関係） 

(2) 令和６年能登半島地震災害により生じた一定の住宅等の損失の金額を

令和５年中に生じた損失の金額として雑損控除等の適用対象とすること

ができることとしたこと。（市税条例附則第５条の２関係） 

２ 固定資産税及び都市計画税関係 

(1) 新築の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅の固定資産税の減

額措置に関し、適用の手続を簡素化したこと。（市税条例附則第１０条

の３関係） 

(2) 令和６年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る令和６年度か

ら令和８年度までの各年度分の税額について、現行の負担均衡化促進の

ための調整措置を継続したこと。（市税条例附則第１１条、附則第１２

条、附則第１２条の２、附則第１３条、都市計画税条例附則第７項から

第１３項まで関係） 

３ その他引用条項等の規定の整備をしたこと。 
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（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 長 の 専 決 処 分 ）  

第 １ ７ ９ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 １ １ ３ 条 た だ し

書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通 地 方 公 共 団 体

の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊 急 を 要 す る た め 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に  

お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、  

そ の 議 決 す べ き 事 件 を 処 分 す る こ と が で き る 。 （ た だ し 書  略 ）  

（ ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会

議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ 項  略 ）  
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